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Ⅴ-1-1-2-4 火山への配慮に関する説明書 



火山への配慮に関する説明書は，以下の資料により構成されている。 

Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関する基本方針 

Ⅴ-1-1-2-4-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定 

Ⅴ-1-1-2-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 
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Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関する基本方針 
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1. 概要 

  本資料は，発電用原子炉施設の火山防護設計が「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第 7条及びその「実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に適合することを説明し，

技術基準規則第 54 条及びその解釈に規定される「重大事故等対処設備」を踏まえた重大事故等

対処設備への配慮についても説明するものである。

2. 火山防護に関する基本方針   

2.1 基本方針 

発電用原子炉施設の火山防護設計は，設計基準対象施設については想定される火山事象によ

りその安全性を損なうおそれがないこと，重大事故等対処設備については想定される火山事象

により重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的とし，技

術基準規則に適合するように設計する。 

想定される火山事象は，発電所の運用期間中において発電所の安全機能に影響を及ぼし得る

として設置（変更）許可を受けた「降下火砕物」であり，直接的影響及び間接的影響について

考慮する。 

添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関す

る基本方針」の「3.1.1(6) 積雪」で設定している設計に従って，火山事象と同様に施設に堆

積する積雪の影響について確認する。確認結果については，本資料に示す。 

2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設 

添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関

する基本方針」の「2.3 外部からの衝撃より防護すべき施設」に示す外部からの衝撃よ

り防護すべき施設を踏まえて，降下火砕物より防護すべき施設は，外部事象防護対象施設

及び重大事故等対処設備とする。 

2.1.2 設計に用いる降下火砕物特性 

敷地において考慮する火山事象として，設置（変更）許可を受けた層厚50 cm，粒径8.0 

mm以下，密度0.3 g/cm3（乾燥状態）～1.5 g/cm3（湿潤状態）の降下火砕物を設計条件と

して設定する。その特性を表2-1に示す。なお，粒径が8 mm以上の降下火砕物の影響につ

いては，含まれる割合が小さいこと及び粒径が8 mm以上の降下火砕物が少量混入したとし

ても降下火砕物は砂より硬度が低くもろいため砕けて施設等に損傷を与えることはないこ

とから考慮する必要はない。また，大気中においては水分が混ざることで凝集する場合が

あるが，水中では凝集しない。 
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表2-1 設計に用いる降下火砕物特性 

層 厚 粒 径 密 度 

50 cm 8.0 mm以下 
湿潤状態：1.5 g/cm3

乾燥状態：0.3 g/cm3

2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方針 

降下火砕物の影響を考慮する各施設において，考慮する直接的影響因子が異なることか

ら，降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との組合せを行う。 

降下火砕物の影響を考慮する施設の選定については，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-2 降下火

砕物の影響を考慮する施設の選定」に示す。降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子

との関連については，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計

方針」に示す。 

選定した降下火砕物の影響を考慮する施設及び影響因子について，「2.1.2 設計に用

いる降下火砕物特性」にて設定している降下火砕物に対する火山防護設計を実施する。設

計は添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に

関する基本方針」の「4. 組合せ」で設定している自然現象の組合せに従って，自然現象

のうち，風（台風）及び積雪の荷重との組合せを考慮する。地震については，基準地震動

の震源と火山とは十分な距離があることから独立事象として扱いそれぞれの頻度が十分小

さいこと，火山性地震については火山と敷地とは十分な距離があることから火山性地震と

これに関連する事象による影響はないと判断し，地震との組合せを考慮しない。重大事故

等対処設備は，添付書類「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件

の下における健全性に関する説明書」の環境条件を考慮し設計する。詳細な設計について

は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」に示す。 

(1) 設計方針 

a. 構造物への荷重に対する設計方針 

屋外に設置し，降下火砕物が堆積しやすい構造を有する外部事象防護対象施設は，降

下火砕物による荷重，風（台風）及び積雪を考慮した荷重に対し，その安全性を損なう

おそれがない設計とする。なお，運用により降下火砕物を適宜除去することから，降下

火砕物による荷重については複数回堆積することを想定する。 

降下火砕物が堆積しやすい構造を有する降下火砕物より防護すべき施設を内包する施

設は，想定する降下火砕物による荷重，風（台風）及び積雪を考慮した荷重に対し，施

設に内包される降下火砕物より防護すべき施設の必要な機能を損なうおそれがない設計

とする。 

屋外の重大事故等対処設備は，降下火砕物堆積時において，降下火砕物による荷重に

対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とす

る。 

降下火砕物の荷重は湿潤状態の7355 N/m2とする。なお，積雪単独の堆積荷重は600 
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N/m2（積雪量：30 cm）であるため，積雪の設計は火山の設計に包絡される。 

b. 閉塞に対する設計方針 

水循環系の閉塞を考慮する施設並びに換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を

考慮する施設は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，機能を損なうおそれがないよ

う閉塞しない設計とする。 

c. 摩耗に対する設計方針 

水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における摩耗を考慮する施設は，想定する

降下火砕物による摩耗に対し，機能を損なうおそれがないよう摩耗しにくい設計とす

る。 

d. 腐食に対する設計方針 

構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における腐食を考慮する施設は，

想定する降下火砕物による腐食に対し，機能を損なうおそれがないよう腐食しにくい設

計とする。 

屋外の重大事故等対処設備は，降下火砕物の降下時において，想定する降下火砕物に

よる腐食に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない

よう腐食しにくい設計とする。 

e. 発電所周辺の大気汚染に対する設計方針 

発電所周辺の大気汚染を考慮する施設は，想定する降下火砕物による大気汚染に対

し，機能を損なうおそれがないよう降下火砕物が侵入しにくい設計とする。 

f. 絶縁低下に対する設計方針 

絶縁低下を考慮する施設は，想定する降下火砕物による絶縁低下に対し，機能を損な

うおそれがないよう降下火砕物が侵入しにくい設計とする。 

g. 間接的影響に対する設計方針 

間接的影響を考慮する施設は，想定する降下火砕物による間接的影響である長期（7

日間）の外部電源喪失，発電所外における交通の途絶及び発電所内における交通の途絶

によるアクセス制限事象に対し，発電用原子炉及び使用済燃料プールの安全性を損なわ

ない設計とする。 

(2) 荷重の組合せ及び許容限界 

添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関

する基本方針」の「4. 組合せ」で設定している自然現象の組合せに従って，降下火砕

物，積雪及び風（台風）の荷重の組合せを考慮する。 

構造物への荷重に対しては，降下火砕物による荷重とその他の荷重の組合せを考慮して

構造強度評価を行い，その結果がそれぞれ定める許容限界以下となるよう設計する。 

建築基準法における積雪の荷重の考え方に準拠し，降下火砕物の降下から30日以内に降

下火砕物を適切に除去することを保安規定に定め管理することで，降下火砕物による荷重

を短期に生じる荷重とし，設備及び防護対策施設については，機能設計上の性能目標を満

足するようにおおむね弾性状態に留まることを許容限界とする。また，建屋については，

機能設計上の性能目標を満足するように，建屋を構成する部位ごとに応じた許容限界を設

定する。 
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設計に用いる降下火砕物，積雪及び風（台風）の組合せを考慮した荷重の算出について

は，添付書類「Ⅴ-3-別添2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」及び添付書

類「Ⅴ-3-別添2-2 防護対策施設の強度計算の方針」に示す。 

a. 荷重の種類 

(a) 常時作用する荷重 

常時作用する荷重としては，持続的に生じる荷重である自重及び積載荷重を考慮す

る。 

(b) 降下火砕物による荷重 

湿潤状態の降下火砕物が堆積した場合の荷重を考慮する。ただし，この荷重は短期

荷重とする。 

(c) 積雪荷重 

添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止

に関する基本方針」の「4. 組合せ」で設定している自然現象の組合せに従って，積

雪荷重を考慮する。ただし，この荷重は短期荷重とする。 

(d) 風荷重 

添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止

に関する基本方針」の「4. 組合せ」で設定している自然現象の組合せに従って，風

荷重を考慮する。ただし，この荷重は短期荷重とする。 

(e) 運転時の状態で作用する荷重 

運転時の状態で作用する荷重としては，ポンプのスラスト荷重等の運転時荷重を考

慮する。 

b. 荷重の組合せ 

(a) 降下火砕物の影響を考慮する施設における荷重の組合せとしては，設計に用いる常

時作用する荷重，降下火砕物による荷重，積雪荷重，風荷重及び運転時の状態で作用

する荷重を適切に考慮する。 

(b) 常時作用する荷重，積雪荷重，風荷重及び運転時の状態で作用する荷重について

は，組み合わせることで降下火砕物による荷重の抗力となる場合には，保守的に組合

せないことを基本とする。 

(c) 設計に用いる降下火砕物による荷重，風荷重及び積雪荷重については，対象とする

施設の設置場所，その他の環境条件によって設定する。 

c. 許容限界 

降下火砕物による荷重及びその他の荷重に対する許容限界は，「原子力発電所耐震設

計技術指針ＪＥＡＧ４６０１-1987」（（社）日本電気協会）等の安全上適切と認めら

れる規格及び基準等で妥当性が確認されている値を用いて，降下火砕物が堆積する期間

を考慮し設定する。 

添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の「3.2 影

響因子を考慮した施設分類」において選定する構造物への静的負荷を考慮する施設のう

ち，設備及び防護対策施設については，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕

を有するように，設備及び防護対策施設を構成する材料がおおむね弾性状態に留まるこ
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とを基本とする。構造物への静的負荷を考慮する施設のうち，建屋については，内包す

る防護すべき施設に降下火砕物を堆積させない機能に加え原子炉建屋原子炉棟は放射性

物質の閉じ込め機能及び放射線の遮蔽機能を維持できるよう，建屋を構成する部位ごと

に応じた許容限界を設定する。 

許容限界の詳細については，添付書類「Ⅴ-3-別添2-1 火山への配慮が必要な施設の

強度計算の方針」及び添付書類「Ⅴ-3-別添2-2 防護対策施設の強度計算の方針」に示

す。 
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2.2 適用規格 

適用する規格，基準等を以下に示す。 

(1) 建築基準法及び同施行令 

(2) 茨城県建築基準法等施行細則（昭和45年3月9日茨城県規則第9号） 

(3) 鋼構造設計規準－許容応力度設計法－（（社）日本建築学会，2005） 

(4) 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法－（（社）日本建築学会，

1999） 

(5) 原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（（社）日本建築学会，2005） 

(6) 建築物荷重指針・同解説（（社）日本建築学会，2004） 

(7) 鋼構造限界状態設計指針・同解説（（社）日本建築学会，2010） 

(8) 原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987（（社）日本電気協会） 

(9) 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補-1984

（（社）日本電気協会） 

(10) 原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1991 追補版（（社）日本電気協

会） 

(11) 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005/2007（(社)日本

機械学会） 

(12) 2015年版 建築物の構造関係技術基準解説書（国土交通省国土技術政策総合研究所・国

立研究開発法人建築研究所 2015） 

(13) 新版機械工学便覧（1987年 日本機械学会編） 

(14) 「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（平成 2 年 8 月

30 日 原子力安全委員会） 

なお，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」（昭和55年通商産業省告示第501

号，最終改正平成15年7月29日経済産業省告示第277号）に関する内容については，「発電用原

子力設備規格 設計・建設規格（2005年版（2007年追補版を含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉Ｊ

ＳＭＥ Ｓ ＮＣ-1 2005/2007」（(社)日本機械学会）に従うものとする。 
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Ⅴ-1-1-2-4-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定 
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1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関する基本方針」に示す降下火砕物の影

響に対する設計方針を踏まえて，降下火砕物の影響を考慮する施設の選定について説明するもの

である。

2. 選定の基本方針 

降下火砕物の影響について評価を行う施設（以下「降下火砕物の影響を考慮する施設」とい

う。）は，その設置状況や構造等により以下のとおり選定する。 

降下火砕物より防護すべき施設のうち．外部事象防護対象施設に係る降下火砕物の影響を考慮

する施設は以下により選定する。 

屋外に設置している外部事象防護対象施設のうち，降下火砕物が堆積するものについては，降

下火砕物の影響を考慮する施設として選定する。 

屋内に設置している外部事象防護対象施設は，建屋にて防護されており直接降下火砕物とは接

触しないため，外部事象防護対象施設の代わりに外部事象防護対象施設を内包する建屋を降下火

砕物の影響を考慮する施設として選定する。ただし，降下火砕物を取り込むおそれがある屋内の

外部事象防護対象施設については，降下火砕物の影響を考慮する施設として選定する。 

降下火砕物の影響による機能的な波及的影響を考慮し，外部事象防護対象施設及び外部事象防

護対象施設を内包する建屋（以下「外部事象防護対象施設等」という。）が，降下火砕物の影響

をうけた外部事象防護対象施設以外の施設により機能的な波及的影響を受けるおそれがある場合

は，外部事象防護対象施設等に影響を及ぼす可能性のある外部事象防護対象施設以外の施設を，

波及的影響を及ぼし得る施設として選定する。 

降下火砕物より防護すべき施設のうち．重大事故等対処設備に係る降下火砕物の影響を考慮す

る施設は以下により選定する。 

屋外に設置している重大事故等対処設備は，直接降下火砕物と接触するため，降下火砕物の影

響を考慮する施設として選定する。 

屋内に設置している重大事故等対処設備は，建屋にて防護されることから，重大事故等対処設

備の代わりに重大事故等対処設備を内包する建屋を降下火砕物の影響を考慮する施設として選定

する。 

外部事象防護対象施設の安全性を損なわないように設置する防護対策施設は，降下火砕物が堆

積することを考慮し，降下火砕物の影響を考慮する施設として選定する。 

降下火砕物より防護すべき施設に対する降下火砕物の間接的影響を考慮し，発電用原子炉及び

使用済燃料プールの安全性に間接的に影響を与える可能性がある非常用電源設備を，降下火砕物

の影響を考慮する施設として選定する。 

3. 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定 

「2. 選定の基本方針」に示す選定方針を踏まえて，降下火砕物の影響を考慮する施設を以下

のとおり選定する。 

(1) 外部事象防護対象施設 

a. 屋外に設置している外部事象防護対象施設 
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屋外に設置している外部事象防護対象施設は直接降下火砕物の影響を受ける可能性があ

るため，降下火砕物の影響を考慮する施設として，以下のとおり選定する。 

(a) 残留熱除去系海水系ポンプ 

(b) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

(c) 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水

ポンプ（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用海水ポンプ」という。） 

(d) 非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用

海水ストレーナ（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）用海水ストレーナ」という。） 

(e) 非常用ディーゼル発電機吸気口及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機吸気口（以下

「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口」と

いう。） 

(f) 非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機室ルーフベントファン（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）室ルーフベントファン」という。） 

(g) 中央制御室換気系冷凍機 

(h) 主排気筒 

(i) 非常用ガス処理系排気筒 

(j) 放水路ゲート 

(k) 排気筒モニタ 

(l) 原子炉建屋原子炉棟 

b. 降下火砕物を含む海水の流路となる外部事象防護対象施設 

降下火砕物を含む海水の流路となる外部事象防護対象施設については，直接降下火砕物の

影響を受ける可能性があるため，降下火砕物の影響を考慮する施設として，以下のとおり選

定する。 

(a) 残留熱除去系海水系ポンプ 

(b) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

(c) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プ 

(d) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水スト

レーナ 

(e) 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用冷却器，残留熱除去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系冷却

器） 

c. 降下火砕物を含む空気の流路となる外部事象防護対象施設 

降下火砕物を含む空気の流路となる施設については，直接降下火砕物の影響を受ける可能

性があるため，降下火砕物の影響を考慮する施設として，以下のとおり選定する。 

(a) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。） 
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(b) 換気空調系設備（外気取入口） 

・中央制御室換気空調系 

・ディーゼル発電機室換気系 

(c) 主排気筒 

(d) 非常用ガス処理系排気筒 

(e) 排気筒モニタ 

d. 外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する外部事象防護対象施設 

屋内に設置している外部事象防護対象施設のうち，屋内の空気を機器内に取り込む機構を

有する施設については，降下火砕物の影響を受ける可能性があるため，降下火砕物の影響を

考慮する施設として，以下のとおり選定する。 

(a) 計測制御設備（安全保護系） 

(2) 外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設 

外部事象防護対象施設等に影響を及ぼす可能性のある外部事象防護対象施設以外の施設を．

降下火砕物の影響を考慮する施設として，以下のとおり選定する。 

a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音器及

び排気管 

b. 海水取水設備（除塵装置） 

c. 換気空調設備（外気取入口） 

(3) 重大事故等対処設備 

a. 屋外に設置している重大事故等対処設備 

屋外に設置している重大事故等対処設備は，直接降下火砕物と接触するため，降下火砕物

の影響を考慮する施設として選定する。 

具体的な重大事故等対処設備については，添付書類「Ⅴ-1-1-2-別添1 屋外に設置する重

大事故等対処設備の抽出」に示す。 

(4) 降下火砕物より防護すべき施設を内包する建屋＊

屋内に設置している降下火砕物より防護すべき施設（外部事象防護対象施設及び重大事故等

対処設備）は，建屋にて防護されており直接降下火砕物とは接触しないため，降下火砕物より

防護すべき施設の代わりに降下火砕物より防護すべき施設を内包する建屋を，降下火砕物の影

響を考慮する施設として，以下のとおり選定する。 

a. 原子炉建屋付属棟（非常用ディーゼル発電機他を内包する建屋） 

b. タービン建屋（放射性気体廃棄物処理系隔離弁他を内包する建屋） 

c. 使用済燃料乾式貯蔵建屋（使用済燃料乾式貯蔵容器を内包する建屋） 

d. 排気筒モニタ建屋（排気筒モニタを内包する建屋） 

注記 ＊：原子炉建屋原子炉棟は，屋外に設置している外部事象防護対象施設として選定

する。緊急時対策所建屋については，緊急時対策所遮蔽を屋外に設置している

重大事故等対処設備として選定する。 
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(5) 防護対策施設 

外部事象防護対象施設の安全性を損なわないように設置する防護対策施設を，降下火砕物の

影響を考慮する施設として，以下のとおり選定する。 

a. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 

(6) 間接的影響を考慮する施設 

想定する降下火砕物に対し，発電用原子炉及び使用済燃料プールの安全性に間接的に影響を

与える可能性がある非常用電源設備を，降下火砕物の影響を考慮する施設として，以下のとお

り選定する。 

a. 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（以下「非常用ディー

ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）」という。） 

b. 軽油貯蔵タンク 

c. 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移

送ポンプ（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）燃料移送ポンプ」という。） 
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Ⅴ-1-1-2-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 
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1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関する基本方針」に示す降下火砕物の影

響に対する設計方針を踏まえて，降下火砕物の影響を考慮する施設の影響因子との組合せ，施設

分類，要求機能及び性能目標を明確にし，各施設分類の機能設計に関する設計方針について説明

するものである。 

2. 設計の基本方針 

発電所に影響を与える可能性がある火山事象の発生により，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山へ

の配慮に関する基本方針」にて設定している降下火砕物より防護すべき施設がその安全機能又は

重大事故等に対処するために必要な機能が損なうおそれがないようにするため，降下火砕物の影

響を考慮する施設の設計を行う。降下火砕物の影響を考慮する施設は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 

火山への配慮に関する基本方針」にて設定している降下火砕物に対して，その機能が維持できる

設計とする。 

降下火砕物の影響を考慮する施設の設計に当たっては，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-2 降下火砕物

の影響を考慮する施設の選定」にて選定している施設を踏まえて，影響因子ごとに施設を分類す

る。その施設分類及び添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関する基本方針」にて設定して

いる火山防護設計の目的を踏まえて，施設分類ごとに要求機能を整理するとともに，施設ごとに

機能設計上の性能目標及び構造強度設計上の性能目標を定める。 

降下火砕物の影響を考慮する施設の機能設計上の性能目標を達成するため，施設分類ごとに各

機能の設計方針を示す。 

なお，降下火砕物の影響を考慮する施設が構造強度設計上の性能目標を達成するための構造強

度の設計方針等については，添付書類「Ⅴ-3-別添2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の

方針」及び添付書類「Ⅴ-3-別添2-2 防護対策施設の強度計算の方針」に示し，強度計算の方法

及び結果については，添付書類「Ⅴ-3-別添2-1-1 残留熱除去系海水系ポンプの強度計算書」か

ら添付書類「Ⅴ-3-別添2-1-7 建屋の強度計算書」及び添付書類「Ⅴ-3-別添2-2-1 防護対策施

設の強度計算書」に示す。 

降下火砕物の影響を考慮する施設の設計フローを図2-1に示す。 
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注：フロー中の番号は本資料での記載事項の章を示す。なお，構造強度設計については，添付書類「Ⅴ-3-別

添2 火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」に示す。 

図2-1 施設の設計フロー 

3. 施設分類 

添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」で抽出した降下火砕物の

影響を考慮する各施設において，考慮する直接的影響因子が異なることから，降下火砕物の影響

を考慮する施設と影響因子との関連について整理した上で，直接的影響及び間接的影響に対する

各施設分類を以下に示す。 

3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連 

設計に考慮すべき直接的影響因子については，降下火砕物の特徴から以下のものが考えられ

る。 

降下火砕物はマグマ噴出時に粉砕，急冷したガラス片，鉱物結晶片からなる粒子であり，堆

積による構造物への荷重並びに施設への取り込みによる閉塞及び摩耗が考えられる。また，降

下火砕物には亜硫酸ガス，硫化水素及びフッ化水素等の火山ガス成分が付着しているため，施

設への接触による腐食及び施設への取り込みによる大気汚染が考えられる。さらに，降下火砕

物は水に濡れると酸性を呈し導電性を生じるため，絶縁低下が考えられる。 

これらの直接的影響因子を踏まえ，間接的影響を考慮する施設以外の降下火砕物の影響を考

慮する施設の形状，機能に応じて，影響因子を設定する。 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設のうち屋

外に設置している施設，外部事象防護対象施設を内包する建屋並びに防護対策施設について

は，降下火砕物が堆積しやすい構造を有する場合には荷重による影響を考慮するため，構造物

への荷重を影響因子として設定する。 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設のうち，

降下火砕物を含む海水の流路となる水循環系の施設については，閉塞による影響を考慮するた

め，水循環系の閉塞を影響因子として設定する。 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設のうち，

降下火砕物を含む空気の流路となる換気系，電気系及び計測制御系の施設については，閉塞に

添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-2 降下火砕物の影響

を考慮する施設の選定」 

3．施設分類 

4．要求機能及び性能目標 

構造強度設計 5．機能設計 
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よる影響を考慮するため，換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を影響因子として設定

する。 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設のうち，

降下火砕物を含む海水の流路となる水循環系の施設，空気を取り込みかつ摺動部を有する換気

系，電気系及び計測制御系の施設については，摩耗による影響を考慮するため，水循環系，換

気系，電気系及び計測制御系における摩耗を影響因子として設定する。 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設のうち屋

外に設置している施設，降下火砕物を含む海水の流路となる水循環系の施設，降下火砕物を含

む空気の流路となる換気系，電気系及び計測制御系の施設並びに外部事象防護対象施設を内包

する建屋並びに防護対策施設については，腐食による影響を考慮するため，構造物，水循環

系，換気系，電気系及び計測制御系における腐食を影響因子として設定する。 

中央制御室については，大気汚染による影響を考慮するため，発電所周辺への大気汚染を影

響因子として設定する。 

外部事象防護対象施設のうち空気を取り込む機構を有する計測制御設備（安全保護系）につ

いては，絶縁低下による影響を考慮するため，絶縁低下を影響因子として設定する。 

設定した影響因子と間接的影響を考慮する施設以外の降下火砕物の影響を考慮する施設との

組合せを整理する。 

放水路ゲートは，津波の流入を防ぐための閉止機能を有している。火山の影響を起因として

津波が発生することはないが，独立事象としての重畳の可能性を考慮し，安全上支障のない期

間に補修等の対応を行うことで，安全機能を損なわない設計とする。 

排気筒モニタは，放射性気体廃棄物処理施設の破損の検出手段として期待している。火山の

影響を起因として放射性廃棄物処理施設の破損が発生することはないが，独立事象としての重

畳の可能性を考慮し，排気筒モニタを内包する排気筒モニタ建屋も含め安全上支障のない期間

に補修等の対応を行うことで，降下火砕物の影響を受けない設計とする。 

降下火砕物の影響を考慮する施設（屋外の重大事故等対処設備及び間接的影響を考慮する施

設を除く。）の特性を踏まえて必要な設計項目を選定した結果を表 3-1 に示す。 

その結果を踏まえ，間接的影響を考慮する施設を含めた施設の分類を「3.2 影響因子を考

慮した施設分類」に示す。 

屋外に設置又は保管している重大事故等対処設備については，火山事象が重大事故等の起因

とならないこと及び重大事故等時に火山事象が発生することは考えにくいため，設備を使用し

ていない保管時を考慮することとし，閉塞，摩耗，大気汚染及び絶縁低下については降下火砕

物の影響を受けず，荷重，腐食については保安規定に降下火砕物を適宜除去することを定め，

管理することで，降下火砕物の影響を受けない設計とする。 

3.2 影響因子を考慮した施設分類 

降下火砕物により直接的影響を考慮する施設及び間接的影響を考慮する施設に対する各施設

の分類を以下のとおりとする。 

(1) 構造物への静的負荷を考慮する施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
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b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プ 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水スト

レーナ 

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口 

f. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベ

ントファン 

g. 中央制御室換気系冷凍機 

h. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音器

及び排気管 

i. 原子炉建屋原子炉棟 

j. 原子炉建屋付属棟 

k. タービン建屋 

l. 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

m. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 

(2) 水循環系の閉塞を考慮する施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プ 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水スト

レーナ

e. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用冷却器，残留熱除去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系冷却

器） 

f. 海水取水設備（除塵装置） 

(3) 換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を考慮する施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

b. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プ 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。） 

e. 主排気筒 

f. 非常用ガス処理系排気筒 

g. 換気空調設備（外気取入口） 

(4) 水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における摩耗を考慮する施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 
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c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プ 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水スト

レーナ 

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。） 

f. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用冷却器，残留熱除去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系冷却

器） 

g. 海水取水設備（除塵装置） 

(5) 構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における腐食を考慮する施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プ 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水スト

レーナ 

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口 

f. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベ

ントファン 

g. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。） 

h. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用冷却器，残留熱除去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系冷却

器） 

i. 中央制御室換気系冷凍機 

j. 主排気筒 

k. 非常用ガス処理系排気筒 

l. 計測制御設備（安全保護系） 

m. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音器

及び排気管 

n. 海水取水設備（除塵装置） 

o. 換気空調設備（外気取入口） 

p. 原子炉建屋原子炉棟 

q. 原子炉建屋付属棟 

r. タービン建屋 

s. 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

t. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 
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(6) 発電所周辺の大気汚染を考慮する施設 

a. 換気空調設備（中央制御室換気系） 

(7) 絶縁低下を考慮する施設 

a. 計測制御設備（安全保護系） 

(8) 間接的影響を考慮する施設 

a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。） 

b. 軽油貯蔵タンク 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）燃料移送ポ

ンプ 
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NT2 補① Ⅴ-1-1-2-4-3 R10

表3-1 降下火砕物の影響を考慮する施設（屋外の重大事故等対処設備及び間接的影響を考慮する施設を除く。）と影響因子の組合せ(1/2) 

影響因子 

降下火砕物の 

影響を考慮する施設 

直接的影響の要因 

構造物への

荷重 

水循環系の

閉塞 

換気系，電気系及

び計測制御系にお

ける閉塞 

水循環系，換気系，

電気系及び計測制御

系における摩耗 

構造物，水循環系，換

気系，電気及び計測制

御系における腐食 

発電所周辺 

の大気汚染 

絶縁 

低下 

残留熱除去系海水系ポンプ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）

用海水ポンプ 

○ ○ 
○ 

（原動機） 
○ ○ 

－ 
③ 

－ 
③ 

残留熱除去系海水系ストレーナ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）

用海水ストレーナ 

○ ○ 
－ 
③ 

○ ○ 
－ 
③ 

－ 
③ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）

吸気口 

○ 
－ 
③ 

○ 
－ 
③ 

○ 
－ 
③ 

－ 
③ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）

室ルーフベントファン 

○ 
－ 
③ 

－ 
③ 

－ 
③ 

○ 
－ 
③ 

－ 
③ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。） 

－ 
③ 

－ 
③ 

○ ○ ○ 
－ 
③ 

－ 
③ 

海水系下流設備 

（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用冷却器，残留熱除去系熱交換

器，空調器及び格納容器雰囲気モニタ

リング系冷却器） 

－ 
③ 

○ 
－ 
③ 

○ ○ 
－ 
③ 

－ 
③ 

影響因子に対する個別評価を実施：○           個別評価を実施しない理由：①荷重の影響を受けにくい構造 

影響因子に対する個別評価不要 ：－                        ②腐食があっても，機能に有意な影響を受けにくい 

③影響因子と直接関連しない
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NT2 補① Ⅴ-1-1-2-4-3 R10

表3-1 降下火砕物の影響を考慮する施設（屋外の重大事故等対処設備及び間接的影響を考慮する施設を除く。）と影響因子の組合せ(2/2) 

影響因子 

降下火砕物の 

影響を考慮する施設 

直接的影響の要因 

構造物への

荷重 

水循環系の

閉塞 

換気系，電気系及

び計測制御系にお

ける閉塞 

水循環系，換気系，

電気系及び計測制御

系における摩耗 

構造物，水循環系，換

気系，電気及び計測制

御系における腐食 

発電所周辺 

の大気汚染 

絶縁 

低下 

中央制御室換気系冷凍機 ○ 
－ 
③ 

－ 
③ 

－ 
③ 

○ 
－ 
③ 

－ 
③ 

主排気筒 
－ 
① 

－ 
③ 

○ 
－ 
③ 

○ 
－ 
③ 

－ 
③ 

非常用ガス処理系排気筒 
－ 
① 

－ 
③ 

○ 
－ 
③ 

○ 
－ 
③ 

－ 
③ 

計測制御設備（安全保護系） 
－ 
③ 

－ 
③ 

－ 
③ 

－ 
③ 

○ 
－ 
③ 

○ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）

排気消音器及び排気管 

○ 
－ 
③ 

－ 
③ 

－ 
③ 

○ 
－ 
③ 

－ 
③ 

海水取水設備（除塵装置） 
－ 
① 

○ 
－ 
③ 

○ ○ 
－ 
③ 

－ 
③ 

換気空調設備（外気取入口） 
－ 
① 

－ 
③ 

○ 
－ 
③ 

○ ○ 
－ 
③ 

原子炉建屋原子炉棟 

原子炉建屋付属棟，タービン建屋 

使用済燃料乾式貯蔵建屋 

○ 
－ 
③ 

－ 
③ 

－ 
③ 

○ 
－ 
③ 

－ 
③ 

中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 〇 
－ 
③ 

－ 
③ 

－ 
③ 

〇 
－ 
③ 

－ 
③ 

影響因子に対する個別評価を実施：○           個別評価を実施しない理由：①荷重の影響を受けにくい構造 

影響因子に対する個別評価不要 ：－                        ②腐食があっても，機能に有意な影響を受けにくい 

③影響因子と直接関連しない
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4. 要求機能及び性能目標 

火山事象の発生に伴い，外部事象防護対象施設の安全性を損なうおそれがないよう，また，重

大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう火山

防護設計を行う施設を「3. 施設分類」において，構造物への荷重を考慮する施設，水循環系の

閉塞を考慮する施設，換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を考慮する施設，水循環系，

換気系，電気系及び計測制御系における摩耗を考慮する施設，構造物，水循環系，換気系，電気

系及び計測制御系における腐食を考慮する施設，発電所周辺の大気汚染を考慮する施設，絶縁低

下を考慮する施設及び間接的影響を考慮する施設に分類している。これらを踏まえ，施設分類ご

とに要求機能を整理するとともに，機能設計上の性能目標及び構造強度設計上の性能目標を設定

する。 

4.1 構造物への荷重を考慮する施設 

(1) 施設 

設備，建屋及び防護対策施設に分類する。 

a. 設備 

(a) 残留熱除去系海水系ポンプ 

(b) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

(c) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプ 

(d) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ス

トレーナ 

(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口 

(f) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフ

ベントファン 

(g) 中央制御室換気系冷凍機 

(h) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音

器及び排気管 

b. 建屋 

(a) 原子炉建屋原子炉棟 

(b) 原子炉建屋付属棟 

(c) タービン建屋 

(d) 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

c. 防護対策施設 

(a) 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 

(2) 要求機能 

a. 設備 

構造物への静的負荷を考慮する施設のうち設備は，想定する降下火砕物による荷重に対

し，積雪及び風（台風）の荷重を考慮した場合においても，その安全性を損なうおそれが
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ないことが要求される。 

b. 建屋 

構造物への静的負荷を考慮する施設のうち建屋は，想定する降下火砕物による荷重に対

し，積雪及び風（台風）の荷重を考慮した場合においても，降下火砕物より防護すべき施

設が要求される機能を損なうおそれがないよう，建屋に内包する降下火砕物より防護すべ

き施設に降下火砕物による荷重が作用することを防止することが要求される。また，原子

炉建屋原子炉棟については，上記に加え，放射性物質の閉じ込め機能及び放射線の遮蔽機

能に影響を与えないことが要求される。 

c. 防護対策施設 

構造物への静的負荷を考慮する施設のうち防護対策施設は，想定する降下火砕物による

荷重に対し，積雪及び風（台風）の荷重を考慮した場合においても，外部事象防護対象施

設が要求される機能を損なうおそれがないよう，防護対策施設を設置する外部事象防護対

象施設に降下火砕物による荷重が作用することを防止することが要求される。 

(3) 性能目標 

a. 設備 

(a) 残留熱除去系海水系ポンプ 

残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重

に対し，残留熱除去系負荷を冷却する機能を維持することを機能設計上の性能目標とす

る。 

残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重

に対し，降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して，海水ポンプ室床面のコンクリート基

礎に基礎ボルトで固定し，残留熱除去系海水系ポンプの主要な構造部材が構造健全性を

維持する設計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 

(b) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による

荷重に対し，残留熱除去系負荷を冷却する機能を維持することを機能設計上の性能目標

とする。 

残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による

荷重に対し，降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して，海水ポンプ室床面のコンクリー

ト基礎に基礎ボルトで固定し，残留熱除去系海水系ストレーナの主要な構造部材が構造

健全性を維持する設計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 

(c) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプは，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，ディーゼル発電

機補機を冷却する機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプは，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，降下火砕物堆積
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時の機能維持を考慮して，海水ポンプ室床面のコンクリート基礎に基礎ボルトで固定

し，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ポンプの主要な構造部材が構造健全性を維持する設計とすることを構造強度設計上の性

能目標とする。 

(d) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ス

トレーナ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ス

トレーナは，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，ディーゼル

発電機補機を冷却する機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用ストレ

ーナは，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，降下火砕物堆積

時の機能維持を考慮して，海水ポンプ室床面のコンクリート基礎に基礎ボルトで固定

し，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ストレーナの主要な構造部材が構造健全性を維持する設計とすることを構造強度設計上

の性能目標とする。 

(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口

は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，非常用ディーゼル発

電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の吸気機能を維持することを機

能設計上の性能目標とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口

は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，降下火砕物堆積時の

機能維持を考慮して，脚を原子炉建屋付属棟屋上面に設けたコンクリート基礎に溶接で

固定し，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸

気口の主要な構造部材が構造健全性を維持する設計とすることを構造強度設計上の性能

目標とする。 

(f) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフ

ベントファン 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフ

ベントファンは，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，非常用

ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室内の空気を排出

する機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフ

ベントファンは，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，降下火

砕物堆積時の機能維持を考慮して，原子炉建屋付属棟屋上面のコンクリート基礎に基礎

ボルトで固定し，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）室ルーフベントファンの主要な構造部材が構造健全性を維持する設計とすること

を構造強度設計上の性能目標とする。 
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(g) 中央制御室換気系冷凍機 

中央制御室換気系冷凍機は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に

対し，空調用冷水を冷却する機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

中央制御室換気系冷凍機は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に

対し，降下火砕物が堆積しないように防護対策施設を設置することで，中央制御室換気

系冷凍機の主要な構造部材が構造健全性を維持する設計とすることを構造強度設計上の

性能目標とする。 

(h) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音

器及び排気管 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音

器及び排気管は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，ディー

ゼル発電機の排気機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音

器及び排気管は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，降下火

砕物堆積時の機能維持を考慮して，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管の主要な構造部材が構造健全性を維持す

る設計又は堆積しにくい形状とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 

b. 建屋 

(a) 原子炉建屋原子炉棟 

原子炉建屋原子炉棟は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対

し，放射性物質の閉じ込め機能及び放射線の遮蔽機能並びに建屋が降下火砕物より防護

すべき施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施設に降下火砕物を堆積させな

い機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

原子炉建屋原子炉棟は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対

し，降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して，部材又は建屋全体として構造健全性を維

持する設計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 

(b) 原子炉建屋付属棟 

原子炉建屋付属棟は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，

建屋が降下火砕物より防護すべき施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施設

に降下火砕物を堆積させない機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

原子炉建屋付属棟は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，

降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して，部材又は建屋全体として構造健全性を維持す

る設計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 

(c) タービン建屋 

タービン建屋は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，建屋

が降下火砕物より防護すべき施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施設に降

下火砕物を堆積させない機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

タービン建屋は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，降下
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火砕物堆積時の機能維持を考慮して，部材又は建屋全体として構造健全性を維持する設

計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 

(d) 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

使用済燃料乾式貯蔵建屋は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に

対し，建屋が降下火砕物より防護すべき施設を内包し，建屋によって内包する防護すべ

き施設に降下火砕物を堆積させない機能を維持することを機能設計上の性能目標とす

る。 

使用済乾式燃料貯蔵建屋は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に

対し，降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して，部材又は建屋全体として構造健全性を

維持する設計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 

c. 防護対策施設 

(a) 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 

中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）

による荷重に対し，中央制御室換気系冷凍機に降下火砕物を堆積させない機能を維持す

ることを機能設計上の性能目標とする。 

中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）

による荷重に対し，降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して，架構を原子炉建屋付属棟

屋上面に設けたコンクリート基礎に基礎ボルトで固定し，中央制御室換気系冷凍機防護

対策施設の主要な構造部材が構造健全性を維持する設計とすることを構造強度設計上の

性能目標とする。 

4.2 水循環系の閉塞を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プ 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水スト

レーナ 

e. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用冷却器，残留熱除去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系冷却

器） 

f. 海水取水設備（除塵装置） 

(2) 要求機能 

水循環系の閉塞を考慮する施設は，想定する降下火砕物に対し，その安全性を損なうおそ

れがないことが要求される。 

(3) 性能目標 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
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残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒

径を考慮して閉塞しない流路幅を確保することにより，残留熱除去系負荷を冷却する機能

を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 

残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物

の粒径を考慮して閉塞しない流路幅を確保することにより，残留熱除去系負荷を冷却する

機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プは，想定する降下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しない流

路幅を確保することにより，ディーゼル発電機補機を冷却する機能を維持することを機能

設計上の性能目標とする。 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水スト

レーナ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水スト

レーナは，想定する降下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しな

い流路幅を確保することにより，ディーゼル発電機補機を冷却する機能を維持することを

機能設計上の性能目標とする。 

e. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用冷却器，残留熱除去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系冷却

器） 

海水系下流設備は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮し

て閉塞しない流路幅を確保することにより，残留熱除去系負荷及びディーゼル発電機補機

を冷却する機能を維持することを機能設計上の目標とする。 

f. 海水取水設備（除塵装置） 

海水取水設備（除塵装置）は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒

径を考慮して閉塞しない流路幅を確保することにより，各海水ポンプに通水する機能を維

持することを機能設計上の性能目標とする。 

4.3 換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

b. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プ 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。） 

e. 主排気筒 
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f. 非常用ガス処理系排気筒 

g. 換気空調設備（外気取入口） 

(2) 要求機能 

換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を考慮する施設は，想定する降下火砕物に対

し，その安全性を損なうおそれがないことが要求される。 

(3) 性能目標 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

残留熱除去系海水系ポンプ（原動機）は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，降下

火砕物の粒径を考慮して閉塞しない流路幅を確保することにより，残留熱除去系負荷を冷

却する機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

b. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プ（原動機）は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉

塞しない流路幅を確保することにより，ディーゼル発電機補機を冷却する機能を維持する

ことを機能設計上の性能目標とする。 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口は，

想定する降下火砕物による閉塞に対し，流路への降下火砕物の侵入を低減させることによ

り，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の吸気機

能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）は，想定す

る降下火砕物による閉塞に対し，流路への降下火砕物の侵入を低減させることにより，非

常用高圧母線へ給電する機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

e. 主排気筒 

主排気筒は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物が侵入した場合でも閉

塞への影響を低減させることにより，建屋内の空気を大気に排気する機能を維持すること

を機能設計上の性能目標とする。 

f. 非常用ガス処理系排気筒 

非常用ガス処理系排気筒は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物が侵入

した場合でも閉塞への影響を低減させることにより，事故時に放射性物質を除去した気体

を屋外に排気する機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

g. 換気空調設備（外気取入口） 

換気空調設備は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，流路への降下火砕物の侵入を

低減させることにより，各部屋を換気又は空調管理することで機器の運転に必要な温度条

件の維持，居住性の維持を図る機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 
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4.4 水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における摩耗を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プ 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水スト

レーナ 

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。） 

f. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用冷却器，残留熱除去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系冷却

器） 

g. 海水取水設備（除塵装置） 

(2) 要求機能 

水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における摩耗を考慮する施設は，想定する降下

火砕物に対し，その安全性を損なうおそれがないことが要求される。 

(3) 性能目標 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物による摩耗に対し，降下火砕物の摺

動部への侵入を低減させること，降下火砕物を考慮して摺動部に耐摩耗性をもたせること

又は運用により，残留熱除去系負荷を冷却する機能を維持することを機能設計上の性能目

標とする。 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 

残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕物による摩耗に対し，運用によ

り，残留熱除去系負荷を冷却する機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プは，想定する降下火砕物による摩耗に対し，降下火砕物の摺動部への侵入を低減させる

こと，降下火砕物を考慮して摺動部に耐摩耗性をもたせること又は運用により，ディーゼ

ル発電機補機を冷却する機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水スト

レーナ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水スト

レーナは，想定する降下火砕物による摩耗に対し，運用により，ディーゼル発電機補機を

冷却する機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）は，想定す
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る降下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の摺動部への侵入を低減させること，降下火

砕物を考慮して摺動部に耐摩耗性をもたせること又は運用により，非常用高圧母線へ給電

する機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

f. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用冷却器，残留熱除去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系冷却

器） 

海水系下流設備は，想定する降下火砕物による摩耗に対し，運用により，残留熱除去系

負荷及びディーゼル発電機補機を冷却する機能を維持することを機能設計上の目標とす

る。 

g. 海水取水設備（除塵装置） 

海水取水設備（除塵装置）は，想定する降下火砕物による摩耗に対し，運用により，各

海水ポンプに通水する機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

4.5 構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における腐食を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プ 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水スト

レーナ 

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口 

f. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベ

ントファン 

g. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。） 

h. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用冷却器，残留熱除去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系冷却

器） 

i. 中央制御室換気系冷凍機 

j. 主排気筒 

k. 非常用ガス処理系排気筒 

l. 計測制御設備（安全保護系） 

m. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音器

及び排気管 

n. 海水取水設備（除塵装置） 

o. 換気空調設備（外気取入口） 

p. 原子炉建屋原子炉棟 

q. 原子炉建屋付属棟 
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r. タービン建屋 

s. 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

t. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 

(2) 要求機能 

構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における腐食を考慮する施設は，想定

する降下火砕物に対し，その安全性を損なうおそれがないことが要求される。 

(3) 性能目標 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下

火砕物と施設を接触させないこと又は運用により，残留熱除去系負荷を冷却する機能を維

持することを機能設計上の性能目標とする。 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 

残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により

降下火砕物と施設を接触させないこと又は運用により，残留熱除去系負荷を冷却する機能

を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プは，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させな

いこと又は運用により，ディーゼル発電機補機を冷却する機能を維持することを機能設計

上の性能目標とする。 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水スト

レーナ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水スト

レーナは，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触さ

せないこと又は運用により，ディーゼル発電機補機を冷却する機能を維持することを機能

設計上の性能目標とする。 

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口は，

想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させないこと

又は運用により，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）の吸気機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

f. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベ

ントファン 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベ

ントファンは，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接

触させないこと又は運用により，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）室内の空気を排出する機能を維持することを機能設計上の性能目標と
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する。 

g. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）は，想定す

る降下火砕物による腐食に対し，降下火砕物を考慮して施設に耐食性を持たせること又は

運用により，非常用高圧母線へ給電する機能を維持することを機能設計上の性能目標とす

る。 

h. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用冷却器，残留熱除去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系冷却

器） 

海水系下流設備は，想定する降下火砕物による腐食に対し，降下火砕物を考慮して施設

に耐食性を持たせること又は運用により，残留熱除去系負荷及びディーゼル発電機補機を

冷却する機能を維持することを機能設計上の目標とする。 

i. 中央制御室換気系冷凍機 

中央制御換気系室冷凍機は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火

砕物と施設を接触させないこと又は運用により，空調用冷水を冷却する機能を維持するこ

とを機能設計上の性能目標とする。 

j. 主排気筒 

主排気筒は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接

触させないこと又は運用により，建屋内の空気を大気に排気する機能を維持することを機

能設計上の性能目標とする。 

k. 非常用ガス処理系排気筒 

非常用ガス処理系排気筒は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火

砕物と施設を接触させないこと又は運用により，事故時に放射性物質を除去した気体を屋

外に排気する機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

l. 計測制御設備（安全保護系） 

計測制御設備（安全保護系）は，想定する降下火砕物による腐食に対し，盤内への降下

火砕物の侵入を低減させることにより，発電用原子炉施設の異常状態を検知し，必要な場

合，原子炉停止系等を作動させる機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

m. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音器

及び排気管 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音器

及び排気管は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接

触させないこと又は運用により，ディーゼル発電機の排気機能を維持することを機能設計

上の性能目標とする。 

n. 海水取水設備（除塵装置） 

海水取水設備（除塵装置）は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下

火砕物と施設を接触させないこと又は運用により，各海水ポンプに通水する機能を維持す

ることを機能設計上の性能目標とする。 
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o. 換気空調設備（外気取入口） 

換気空調設備（外気取入口）は，想定する降下火砕物による腐食に対し，流路への降下

火砕物の侵入を低減させること又は運用により，各部屋を換気又は空調管理することで機

器の運転に必要な温度条件の維持，居住性の維持及び被曝低減を図る機能を維持すること

を機能設計上の性能目標とする。 

p. 原子炉建屋原子炉棟 

原子炉建屋原子炉棟は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物

と施設を接触させないこと又は運用により，放射性物質の閉じ込め機能及び放射線の遮蔽

機能並びに建屋が降下火砕物より防護すべき施設を内包し，建屋によって内包する防護す

べき施設に降下火砕物を接触させない機能を維持することを機能設計上の性能目標とす

る。 

q. 原子炉建屋付属棟 

原子炉建屋付属棟は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と

施設を接触させないこと又は運用により，建屋が降下火砕物より防護すべき施設を内包

し，建屋によって内包する防護すべき施設に降下火砕物を接触させない機能を維持するこ

とを機能設計上の性能目標とする。 

r. タービン建屋 

タービン建屋は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設

を接触させないこと又は運用により，建屋が降下火砕物より防護すべき施設を内包し，建

屋によって内包する防護すべき施設に降下火砕物を接触させない機能を維持することを機

能設計上の性能目標とする。 

s. 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

使用済燃料乾式貯蔵建屋は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火

砕物と施設を接触させないこと又は運用により，建屋が降下火砕物より防護すべき施設を

内包し，建屋によって内包する防護すべき施設に降下火砕物を接触させない機能を維持す

ることを機能設計上の性能目標とする。 

t. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 

中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装

により降下火砕物と施設を接触させないこと又は運用により，中央制御室換気系冷凍機に

降下火砕物を堆積させない機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

4.6 発電所周辺の大気汚染を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 換気空調設備（中央制御室換気系） 

(2) 要求機能 

発電所周辺の大気汚染を考慮する施設は，想定する降下火砕物に対し，その安全性を損な

うおそれがないことが要求される。 

(3) 性能目標 
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a. 換気空調設備（中央制御室換気系） 

換気空調設備のうち中央制御室空調設備は，想定する降下火砕物による大気汚染に対

し，中央制御室への降下火砕物の侵入を低減させることにより，各部屋を換気又は空調管

理することで機器の運転に必要な温度条件の維持，居住性の維持を図る機能を維持するこ

とを機能設計上の性能目標とする。 

4.7 絶縁低下を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 計測制御設備（安全保護系） 

(2) 要求機能 

絶縁低下を考慮する施設は，想定する降下火砕物に対し，その安全性を損なうおそれがな

いことが要求される。 

(3) 性能目標 

a. 計測制御設備（安全保護系） 

計測制御設備（安全保護系）は，想定する降下火砕物による絶縁低下に対し，盤内への

降下火砕物の侵入を低減させることにより，発電用原子炉施設の異常状態を検知し，必要

な場合，原子炉停止系等を作動させる機能を維持することを機能設計上の性能目標とす

る。 

4.8 間接的影響を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。） 

b. 軽油貯蔵タンク 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）燃料移送ポ

ンプ 

(2) 要求機能 

間接的影響を考慮する施設は，想定する降下火砕物に対し，発電用原子炉の停止並びに停

止後の発電用原子炉及び使用済燃料プールの安全性を損なうおそれがないことが要求され

る。 

(3) 性能目標 

a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）は，想定す

る降下火砕物による間接的影響に対し，降下火砕物の影響を受けない配置にすることによ

り，非常用高圧母線へ7日間の電源供給が継続できるよう給電する機能を維持することを

機能設計上の性能目標とする。 

b. 軽油貯蔵タンク 

軽油貯蔵タンクは，想定する降下火砕物による間接的影響に対し，降下火砕物の影響を

受けない配置にすることにより，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ
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ル発電機を含む。）へ7日間の燃料供給が継続できるよう燃料を保有する機能を維持する

ことを機能設計上の性能目標とする。 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）燃料移送ポ

ンプ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）燃料移送ポ

ンプは，想定する降下火砕物による間接的影響に対し，降下火砕物の影響を受けない配置

にすることにより，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）へ7日間の燃料供給が継続できるよう燃料を移送する機能を維持することを機能設

計上の性能目標とする。 

5. 機能設計 

添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関する基本方針」で設定している降下火砕物特性に

対し，「4. 要求機能及び性能目標」で設定している降下火砕物の影響を考慮する施設の機能設

計上の性能目標を達成するために，各施設の機能設計の方針を定める。 

5.1 構造物への荷重を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 設備 

(a) 残留熱除去系海水系ポンプ 

残留熱除去系海水系ポンプは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目

標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重

に対し，残留熱除去系負荷を冷却する機能を維持するため，冷却水として海水を取水

し，残留熱除去系海水系統の各設備に送水する機能を維持する設計とする。 

(b) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

残留熱除去系海水系ストレーナは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能

目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とす

る。 

残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による

荷重に対し，残留熱除去系負荷を冷却する機能を維持するため，海水中の固形物を除去

する機能を維持する設計とする。 

(c) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設

計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプは，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，ディーゼル発電
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機補機を冷却する機能を維持するため，冷却水として海水を取水し，ディーゼル発電機

補機冷却海水系統の各設備に送水する機能を維持する設計とする。 

(d) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ス

トレーナ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ス

トレーナは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している機

能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ス

トレーナは，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，ディーゼル

発電機補機を冷却する機能を維持するため，海水中の固形物を除去する機能を維持する

設計とする。 

(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口

は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設計上

の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口

は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，非常用ディーゼル発

電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の吸気機能を維持する設計とす

る。 

(f) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフ

ベントファンの設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフ

ベントファンは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定してい

る機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフ

ベントファンは，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，非常用

ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室内の空気を排出

する機能を維持する設計とする。 

(g) 中央制御室換気系冷凍機の設計方針 

中央制御室換気系冷凍機は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」

で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

中央制御室換気系冷凍機は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に

対し，空調用冷水を冷却する機能を維持する設計とする。 

(h) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音

器及び排気管の設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音

器及び排気管は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定してい

る機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
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非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音

器及び排気管は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，ディー

ゼル発電機の排気機能を維持する設計とする。 

(2) 建屋 

a. 原子炉建屋原子炉棟の設計方針 

原子炉建屋原子炉棟は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定

している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

原子炉建屋原子炉棟は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，

放射性物質の閉じ込め機能及び放射線の遮蔽機能並びに建屋が降下火砕物より防護すべき

施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施設に降下火砕物を堆積させない機能を

維持する設計とする。 

b. 原子炉建屋付属棟の設計方針 

原子炉建屋付属棟は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定し

ている機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

原子炉建屋付属棟は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，建

屋が降下火砕物より防護すべき施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施設に降

下火砕物を堆積させない機能を維持する設計とする。 

c. タービン建屋の設計方針 

タービン建屋は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定してい

る機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

タービン建屋は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，建屋が

降下火砕物により防護すべき施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施設に降下

火砕物を堆積させない機能を維持する設計とする。 

d. 使用済燃料乾式貯蔵建屋の設計方針 

使用済燃料乾式貯蔵建屋は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で

設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対

し，建屋が降下火砕物により防護すべき施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき

施設に降下火砕物を堆積させない機能を維持する設計とする。 

(3) 防護対策施設 

a. 中央制御施設換気系冷凍機防護対策施設の設計方針 

中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(3) 

性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とす

る。 

中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）に

よる荷重に対し，中央制御室換気系冷凍機に降下火砕物を堆積させない機能を維持する設

計とする。 
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5.2 水循環系の閉塞を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプの設計方針 

残留熱除去系海水系ポンプは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.2(3) 性能目標」

で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒

径を考慮して閉塞しない流路幅を確保することにより，残留熱除去系負荷を冷却する機能

を維持するため，残留熱除去系海水系ポンプ狭隘部を降下火砕物の粒径より大きくするこ

とで閉塞しない設計とする。 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナの設計方針 

残留熱除去系海水系ストレーナは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.2(3) 性能目

標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物

の粒径を考慮して閉塞しない流路幅を確保することにより，残留熱除去系負荷を冷却する

機能を維持するため，海水ストレーナのメッシュサイズを降下火砕物の粒径より大きくす

ることで閉塞しない設計とする。 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プの設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.2(3) 性能目標」で設定している機能設計上

の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プは，想定する降下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しない流

路幅を確保することにより，ディーゼル発電機補機を冷却する機能を維持するため，非常

用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ狭隘

部を降下火砕物の粒径より大きくすることで閉塞しない設計とする 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水スト

レーナの設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水スト

レーナは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.2(3) 性能目標」で設定している機能設

計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水スト

レーナは，想定する降下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しな

い流路幅を確保することにより，ディーゼル発電機補機を冷却する機能を維持するため，

海水ストレーナのメッシュサイズを降下火砕物の粒径より大きくすることで閉塞しない設

計とする。 

e. 海水系下流設備（ディーゼル発電機用冷却器，残留熱除去系熱交換器，空調器及び格納

容器雰囲気モニタリング系冷却器）の設計方針 
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海水系下流設備は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.2(3) 性能目標」で設定して

いる機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

海水系下流設備は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮し

て閉塞しない流路幅を確保することにより，残留熱除去系負荷及びディーゼル発電機補機

を冷却する機能を維持するため，設備の伝熱管等を降下火砕物の粒径より大きくすること

で閉塞しない設計とする。 

f. 海水取水設備（除塵装置）の設計方針 

海水取水設備（除塵装置）は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.2(3) 性能目標」

で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

海水取水設備（除塵装置）は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒

径を考慮して閉塞しない流路幅を確保することにより，各海水ポンプに通水する機能を維

持するため，除塵装置のメッシュサイズを降下火砕物の粒径より大きくすることで閉塞し

ない設計とする。 

5.3 換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプの設計方針 

残留熱除去系海水系ポンプは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.3(3) 性能目標」

で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

残留熱除去系海水系ポンプの原動機は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，降下火

砕物の粒径を考慮した閉塞しない流路幅の確保及び堆積による閉塞が発生しない構造とす

ることにより，残留熱除去系負荷を冷却する機能を維持するため，原動機を冷却する空気

冷却用冷却管の内径を降下火砕物の粒径より大きくすること及び冷却空気取入口を原動機

側面とすることで閉塞しない設計とする。 

b. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プの設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.3(3) 性能目標」で設定している機能設計上

の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プの原動機は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮した閉塞

しない流路幅の確保及び堆積による閉塞が発生しない構造とすることにより，ディーゼル

発電機補機を冷却する機能を維持するため，原動機を冷却する流路の狭隘部を降下火砕物

の粒径より大きくすること及び外扇部に直接堆積しない構造とすることで閉塞しない設計

とする。 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口の設

計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口は，
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「4. 要求機能及び性能目標」の「4.3(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能

目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口は，

想定する降下火砕物による閉塞に対し，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）の吸気機能を維持するため，吸気開口部を下向きの構造としフ

ィルタを設置することで降下火砕物が侵入しにくくすることで閉塞しない設計とする。 

また，保安規定にフィルタの取替及び清掃することを定め管理することで閉塞しない設

計とする。 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）は，「4. 

要求機能及び性能目標」の「4.3(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を

達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）は，想定す

る降下火砕物による閉塞に対し，非常用高圧母線へ給電する機能を維持するため，吸気開

口部を下向きの構造としフィルタを設置することで閉塞しない設計とする。 

また，保安規定にフィルタの取替及び清掃することを定め管理することで閉塞しない設

計とする。 

e. 主排気筒の設計方針 

主排気筒は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.3(3) 性能目標」で設定している機

能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

主排気筒は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，建屋内の空気を大気に排気する機

能を維持するため，流路と主排気筒底部の距離を確保すること及び排気により降下火砕物

を侵入し難くすることで閉塞しない設計とする。 

f. 非常用ガス処理系排気筒の設計方針 

非常用ガス処理系排気筒は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.3(3) 性能目標」で設

定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ガス処理系排気筒は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，事故時に放射性物

質を除去した気体を屋外に排気する機能を維持するため，開口部に降下火砕物の侵入を防

止する構造物を設置し，降下火砕物を侵入し難くすることで閉塞しない設計とする。 

g. 換気空調設備（外気取入口）の設計方針 

換気空調設備（外気取入口）は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.3(3) 性能目

標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

換気空調設備（外気取入口）は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，流路への降下

火砕物の侵入を低減させることにより，各部屋を換気又は空調管理することで機器の運転

に必要な温度条件の維持，居住性の維持及び被曝低減を図る機能を維持するため，換気空

調設備の給気系外気取入口にバグフィルタを設置することで閉塞しない設計とする。 

また，保安規定にフィルタの取替及び清掃すること並びに外気取入ダンパの閉止，換気

空調設備の停止及び閉回路循環運転することを定め管理することで閉塞しない設計とす
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る。 

5.4 水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における摩耗を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプの設計方針 

残留熱除去系海水系ポンプは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.4(3) 性能目標」

で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物の摩耗に対し，降下火砕物の摺動部

への侵入を低減させること，降下火砕物を考慮して摺動部に耐摩耗性をもたせること又は

運用により，残留熱除去系負荷を冷却する機能を維持するため，原動機を開口部がない全

閉構造とすること及び摺動部に摩耗しにくい材料を使用することで摩耗しにくい設計とす

る。 

また，保安規定に点検及び必要に応じた補修を実施することを定め管理することで摩耗

が進展しない設計とする。 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナの設計方針 

残留熱除去系海水系ストレーナは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.4(3) 性能目

標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕物による摩耗に対し，運用によ

り，残留熱除去系負荷を冷却する機能を維持するため，保安規定に点検及び必要に応じた

補修の実施を定め管理することで摩耗が進展しない設計とする。 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プの設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.4(3) 性能目標」で設定している機能設計上

の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プは，想定する降下火砕物の摩耗に対し，降下火砕物の摺動部への侵入を低減させるこ

と，降下火砕物を考慮して摺動部に耐摩耗性をもたせること又は運用により，ディーゼル

発電機補機を冷却する機能を維持するため，原動機を開口部がない全閉構造とすること及

び摺動部に摩耗しにくい材料を使用することで摩耗しにくい設計とする。 

また，保安規定に点検及び必要に応じた補修を実施することを定め管理することで摩耗

が進展しない設計とする。 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水スト

レーナの設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水スト

レーナは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.4(3) 性能目標」で設定している機能設

計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水スト
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レーナは，想定する降下火砕物による摩耗に対し，運用により，残留熱除去系負荷及びデ

ィーゼル発電機補機を冷却する機能を維持するため，保安規定に点検及び必要に応じた補

修の実施を定め管理することで摩耗が進展しない設計とする。 

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）は，「4. 

要求機能及び性能目標」の「4.4(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を

達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）は，想定す

る降下火砕物による摩耗に対し，降下火砕物の摺動部への侵入を低減させること，降下火

砕物を考慮して摺動部に耐摩耗性を持たせること又は運用により，非常用母線へ給電する

機能を維持するため，吸気開口部を下向きの構造としフィルタを設置すること及び摺動部

に摩耗しにくい材料を使用することで摩耗しにくい設計とする。 

また，保安規定にフィルタの取替及び清掃並びに点検及び必要に応じた補修を実施する

ことを定め管理することで閉塞しない設計とする。 

f. 海水系下流設備（ディーゼル発電機用冷却器，残留熱除去系熱交換器，空調器及び格納

容器雰囲気モニタリング系冷却器）の設計方針 

海水系下流設備は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.4(3) 性能目標」で設定して

いる機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

海水系下流設備は，想定する降下火砕物による摩耗に対し，運用により，残留熱除去系

負荷及びディーゼル発電機補機を冷却する機能を維持するため，保安規定に点検及び必要

に応じた補修の実施を定め管理することで摩耗が進展しない設計とする。 

g. 海水取水設備（除塵装置）の設計方針 

海水取水設備（除塵装置）は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.4(3) 性能目標」

で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

海水取水設備（除塵装置）は，想定する降下火砕物による摩耗に対し，運用により，各

海水ポンプに通水する機能を維持するため，保安規定に点検及び必要に応じた補修を実施

することを定め管理することで摩耗が進展しない設計とする。 

5.5 構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における腐食を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプの設計方針 

残留熱除去系海水系ポンプは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」

で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下

火砕物と施設を接触させないこと又は運用により，残留熱除去系負荷を冷却する機能を維

持するため，外装の塗装及び海水と接触する部位の防汚塗装を実施すること並びに原動機

を開口部がない全閉構造とすることで短期的な腐食が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め管理することで長期的な腐食が進
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展しない設計とする。 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナの設計方針 

残留熱除去系海水系ストレーナは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目

標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により

降下火砕物と施設を接触させないこと又は運用により，残留熱除去系負荷を冷却する機能

を維持するため，残留熱除去系海水系ストレーナの外装の塗装，海水と接触する部位の防

汚塗装及びライニングを実施することで短期的な腐食が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め管理することで長期的な腐食が進

展しない設計とする。 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プの設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上

の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プは，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させな

いこと又は運用により，ディーゼル発電機補機を冷却する機能を維持するため，外装の塗

装及び海水と接触する部位の防汚塗装を実施すること並びに原動機を開口部がない全閉構

造とすることで短期的な腐食が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め管理することで長期的な腐食が進

展しない設計とする。 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水スト

レーナの設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水スト

レーナは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設

計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水スト

レーナは，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触さ

せないこと又は運用により，ディーゼル発電機補機を冷却する機能を維持するため，海水

ストレーナの外装の塗装，海水と接触する部位の防汚塗装及びライニングを実施すること

で短期的な腐食が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め管理することで長期的な腐食が進

展しない設計とする。 

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口の設

計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口は，

「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能
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目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口は，

塗装により降下火砕物と施設を接触させないこと又は運用により，非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の吸気機能を維持するため，外装の

塗装を実施することで短期的な腐食が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め管理することで長期的な腐食が進

展しない設計とする。 

f. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベ

ントファンの設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベ

ントファンは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機

能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベ

ントファンは，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接

触させないこと又は運用により，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）室内の空気を排出する機能を維持するため，外装の塗装を実施するこ

とで短期的な腐食が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め管理することで長期的な腐食が進

展しない設計とする。 

g. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）は，「4. 

要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を

達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）は，想定す

る降下火砕物による腐食に対し，降下火砕物を考慮して施設に耐食性を持たせること又は

運用により，非常用高圧母線へ給電する機能を維持するため，降下火砕物と接触する部位

に耐食性のある材料を使用することで短期的な腐食が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め管理することで長期的な腐食が進

展しない設計とする。 

h. 海水系下流設備（ディーゼル発電機用冷却器，残留熱除去系熱交換器，空調器及び格納

容器雰囲気モニタリング系冷却器）の設計方針 

海水系下流設備は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定して

いる機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

海水系下流設備は，想定する降下火砕物による腐食に対し，降下火砕物を考慮して施設

に耐食性を持たせること又は運用により，残留熱除去系負荷及びディーゼル発電機補機を

冷却する機能を維持するため，海水と接触する部位に耐食性のある材料を使用することで

短期的な腐食が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め管理することで長期的な腐食が進
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展しない設計とする。 

i. 中央制御室換気系冷凍機の設計方針 

中央制御室換気系冷凍機は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で

設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

中央制御室換気系冷凍機は，想定する降下火砕物の腐食に対し，塗装により降下火砕物

と施設を接触させないこと又は運用により，空調用冷水を冷却する機能を維持するため，

外装の塗装を実施することで短期的な腐食が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め管理することで長期的な腐食が進

展しない設計とする。 

j. 主排気筒の設計方針 

主排気筒は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機

能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

主排気筒は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接

触させないこと又は運用により，建屋内の空気を大気に排気する機能を維持するため，外

装の塗装を実施することで短期的な腐食が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め管理することで長期的な腐食が進

展しない設計とする。 

k. 非常用ガス処理系排気筒の設計方針 

非常用ガス処理系排気筒は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で

設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ガス処理系排気筒は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火

砕物と施設を接触させないこと又は運用により，事故時に放射性物質を除去した気体を屋

外に排気する機能を維持するため，外装の塗装を実施することで短期的な腐食が発生しな

い設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め管理することで長期的な腐食が進

展しない設計とする。 

l. 計測制御設備（安全保護系）の設計方針 

計測制御設備（安全保護系）は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目

標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

計測制御設備（安全保護系）は，想定する降下火砕物による腐食に対し，盤内への降下

火砕物の侵入を低減させることにより，発電用原子炉施設の異常状態を検知し，必要な場

合，原子炉停止系等を作動させる機能を維持するため，計測制御設備（安全保護系）を設

置する中央制御室の換気空調設備の外気取入口にバグフィルタを設置すること及び閉回路

循環運転することで降下火砕物が侵入しにくい設計とする。 

また，保安規定にフィルタの取替及び清掃すること並びに閉回路循環運転することを定

め管理することで長期的な腐食が進展しない設計とする。 

m. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音器

及び排気管の設計方針 
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非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音器

及び排気管は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機

能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音器

及び排気管は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接

触させないこと又は運用により，ディーゼル発電機の排気機能を維持するため，外装の塗

装を実施することで短期的な腐食が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め管理することで長期的な腐食が進

展しない設計とする。 

n. 海水取水設備（除塵装置）の設計方針 

海水取水設備（除塵装置）は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」

で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

海水取水設備（除塵装置）は，想定する降下火砕物による腐食に対し，想定する降下火

砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させないこと又は運用によ

り，各海水ポンプに通水する機能を維持するため，海水と接触する部位の防汚塗装を実施

することで短期的な腐食が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め管理することで長期的な腐食が進

展しない設計とする。 

o. 換気空調設備（外気取入口）の設計方針 

換気空調設備（外気取入口）は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目

標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

換気空調設備（外気取入口）は，想定する降下火砕物による腐食に対し，流路への降下

火砕物の侵入を低減させること又は運用により，各部屋を換気又は空調管理することで機

器の運転に必要な温度条件の維持，居住性の維持及び被曝低減を図る機能を維持するた

め，換気空調設備の外気取入口にバグフィルタを設置することで降下火砕物が侵入しにく

い設計とする。 

また，保安規定にフィルタの取替及び清掃することを定め管理することで長期的な腐食

が進展しない設計とする。 

p. 原子炉建屋原子炉棟の設計方針 

原子炉建屋原子炉棟は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定

している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

原子炉建屋原子炉棟は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物

と施設を接触させないこと又は運用により，放射性物質の閉じ込め機及び放射線の遮蔽機

能並びに建屋が降下火砕物より防護すべき施設を内包し，建屋によって内包する防護すべ

き施設に降下火砕物を接触させない機能を維持するため，外面の塗装を実施することで短

期的な腐食が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め管理することで長期的な腐食が進

展しない設計とする。 
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q. 原子炉建屋付属棟の設計方針 

原子炉建屋付属棟は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定し

ている機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

原子炉建屋付属棟は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と

施設を接触させないこと又は運用により，建屋が降下火砕物より防護すべき施設を内包

し，建屋によって内包する防護すべき施設に降下火砕物を接触させない機能を維持するた

め，外面の塗装を実施することで短期的な腐食が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め管理することで長期的な腐食が進

展しない設計とする。 

r. タービン建屋の設計方針 

タービン建屋は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定してい

る機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

タービン建屋は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設

を接触させないこと又は運用により，建屋が降下火砕物より防護すべき施設を内包し，建

屋によって内包する防護すべき施設に降下火砕物を接触させない機能を維持するため，外

面の塗装を実施することで短期的な腐食が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め管理することで長期的な腐食が進

展しない設計とする。 

s. 使用済燃料乾式貯蔵建屋の設計方針 

使用済燃料乾式貯蔵建屋は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で

設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火

砕物と施設を接触させないこと又は運用により，建屋が降下火砕物より防護すべき施設を

内包し，建屋によって内包する防護すべき施設に降下火砕物を接触させない機能を維持す

るため，外面の塗装を実施することで短期的な腐食が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め管理することで長期的な腐食が進

展しない設計とする。 

t. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設の設計方針 

中央制御施設換気系冷凍機防護対策施設は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3)

性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とす

る。 

中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装

により降下火砕物と施設を接触させないこと又は運用により，中央制御室換気系冷凍機に

降下火砕物を堆積させない機能を維持するため，外面の塗装を実施することで短期的な腐

食が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め管理することで長期的な腐食が進

ない設計とする。 
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5.6 発電所周辺の大気汚染を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 換気空調設備（中央制御室換気系）の設計方針 

換気空調設備（中央制御室換気系）は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.6(3) 性

能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とす

る。 

換気空調設備（中央制御室換気系）は，想定する降下火砕物による大気汚染に対し，中

央制御室への降下火砕物の侵入を低減させることにより，中央制御室を換気又は空調管理

することで居住性を確保する機能を維持するため，外気取入口にバグフィルタを設置する

こと及び閉回路循環運転することで降下火砕物が侵入しにくい設計とする。 

また，保安規定にフィルタの取替及び清掃すること並びに閉回路循環運転することを定

め管理することで降下火砕物による中央制御室の大気汚染を防止する設計とする。 

5.7 絶縁低下を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 計測制御設備（安全保護系）の設計方針 

計測制御設備（安全保護系）は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.7(3) 性能目

標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

計測制御設備（安全保護系）は，想定する降下火砕物による絶縁低下に対し，盤内への

降下火砕物の侵入を低減させることにより，発電用原子炉施設の異常状態を検知し，必要

な場合，原子炉停止系等を作動させる機能を維持するため，計測制御設備（安全保護系）

を設置する中央制御室の換気空調設備の外気取入口にバグフィルタを設置すること及び閉

回路循環運転することで降下火砕物が侵入しにくい設計とする。 

また，保安規定にフィルタの取替及び清掃すること並びに閉回路循環運転することを定

め管理することで計測制御設備（安全保護系）の絶縁低下を防止する設計とする。 

5.8 間接的影響を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）は，「4. 

要求機能及び性能目標」の「4.8(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を

達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）は，想定す

る降下火砕物による間接的影響に対し，降下火砕物の影響を受けない配置にすることによ

り，非常用高圧母線へ7日間の電源供給が継続できるよう給電する機能を維持するため，

降下火砕物の影響を受けない建屋内に設置する設計とする。 
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b. 軽油貯蔵タンクの設計方針 

軽油貯蔵タンクは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.8(3) 性能目標」で設定して

いる機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

軽油貯蔵タンクは，想定する降下火砕物による間接的影響に対し，降下火砕物の影響を

受けない配置にすることにより，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）へ7日間の燃料供給が継続できるよう燃料を保有する機能を維持する

ため，降下火砕物の影響を受けない地中に設置する設計とする。 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）燃料移送ポ

ンプの設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）燃料移送ポ

ンプは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.8(3) 性能目標」で設定している機能設計

上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）燃料移送ポ

ンプは，想定する降下火砕物による間接的影響に対し，降下火砕物の影響を受けない配置

にすることにより，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）へ7日間の燃料供給が継続できるよう燃料を移送する機能を維持するため，降下火

砕物の影響を受けない地中に設置する設計とする。 


